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１ いわき建設事務所道路等維持管理業務委託 特記仕様書 

第１章 適用範囲 
（適用範囲） 
第１条 本仕様書は、福島県いわき建設事務所が発注する「いわき建設事務所道路等維持

管理業務委託」に係る設計図書の内容について必要な事項を定める。 

  

第２章 共通事項 
（共通事項） 
第２条 受注者は、この業務を担当する福島県いわき建設事務所長（以下「所長」という。）

又は所長の指定する監督員の指示に従い、道路等維持管理業務委託契約書（以下「契約書」

という。）、業務委託発注書（以下「発注書」という。）、図面及び福島県土木部発行の共通

仕様書（土木工事編）（以下「仕様書」という。）によって施工すること。 
なお、本特記仕様書は仕様書より優先する。 

２ 受注者は、契約書、発注書、図面及び仕様書に明示されていないものでも、業務の性

質上当然必要な事項及び法令または慣例によって履行しなければならない事項は、監督

員に確認して指示を受け処理すること。 
３ 受注者は、契約の日より監督員の指示を受けられる体制を整え、直ちに業務ができる

よう準備することとし、年間の作業計画書及び執行体制を速やかに提出すること。 
４ 単価契約においては、受注者は一件毎に発注された業務が完了したときは直ちに完了

届を提出し検査を受けること。 
５ 本業務は道路等維持管理業務の性質上、突発的な緊急業務に対処するため指定工期と

して休日及び祝祭日を含むものとする。 
６ 受注者は、業務における発生材（残土を含む）を速やかに跡片付けし、交通及び保安

上の障害とならないようその都度監督員の指示する箇所に運搬し適正に処理すること。 
７ 受注者は、業務実施時には必要に応じて道路保安施設、交通誘導員の配置等の安全対

策を行うこと。 
８ 業務履行中に事故が発生したときは、受注者は直ちに監督員に通報するとともに監督

員が指示する期日までに監督員が指定する様式による「事故報告書」を提出しなければ

ならない。 
９ 作業に伴う交通規制については監督員と協議のこと。 

 

第３章 主任技術者 
（主任技術者） 
第３条 主任技術者は業務の適切な履行を確保するため、業務担当者、作業員等を指導、

監督しなければならない。 
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２ 主任技術者は、監督員と密に連絡を取り業務全体の発注計画を策定し組合各社（若し

くは構成各社）との施工時期や人工等を調整、及び業務の状況報告、協議等を行うもの

とする。 
３ 主任技術者は、作業員が業務を実施している間は監督員と連絡がとれるようにしてお

かなければならない。 
４ 住民要望の情報共有及び協働対応を行うものとする。 
５ 橋梁等の構造物に関する排水施設の日常点検・支障物撤去等（１回／年）を行い発注

者へ報告するものとする。 
６ 管理瑕疵事故・補修履歴・苦情等の場所や内容、対応状況を取りまとめた維持管理デ

ータベースを作成するものとする。 
なお、４～６の業務については別途経費計上し総価契約業務に含めることとする。 

（履行する際の留意事項） 
第４条 主任技術者は、本仕様書等で示された義務の適正な履行の確保に努めなければな

らない。 
２ 関係者は業務の履行にあたっては、県民から常に注目されていることを自覚し、その

行動は誤解を招くことのない様にする。 
３ 監督員及び業務担当者、作業員との緊急連絡に対応するため、受注者は２以上の電話

回線（携帯電話を含む）を確保しておくものとする。 

 

第４章 区域 
（区域） 
第５条 福島県いわき建設事務所が管理する道路、河川、海岸、砂防施設、急傾斜施設等

とする（勿来土木事務所管内を除く）。 

 

第５章 業務 
（業務） 
第６条 一覧を以下に示す。ただし、特別な指示があった場合はこの限りでない。 

なお、単価契約の①から⑩について、１件の委託料は３００万円未満とし、緊急を要

する場合（災害時等）は５００万円未満とする。 

 

（１）単価契約業務 
①道路維持補修・舗装維持修繕業務    ３８路線 Ｌ＝４２３．８ｋｍ（図－１） 
②河川維持管理業務           ４４河川 Ｌ＝３５０．６ｋｍ（図－２） 
③砂防施設維持管理業務                Ｎ＝ ７３箇所（表－１） 
④急傾斜施設維持管理業務               Ｎ＝１１０箇所（表－２） 
⑤地すべり防止区域維持管理業務            Ｎ＝ １４箇所（表－３） 
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⑥ダム維持管理業務                  Ｎ＝  １箇所（表―４） 
⑦雨量観測所管理業務                 Ｎ＝ １２箇所（表－５） 
⑧水位観測所管理業務                 Ｎ＝ １５箇所（表－６） 
⑨県有地管理業務                   Ｎ＝  １箇所（表－７） 
⑩海岸維持管理業務                Ｌ＝ ２３．１ｋｍ（表－８） 
⑪除雪業務                         ３７路線（表―９） 
⑫凍結抑制剤人力・機械散布業務               ３７路線（表－９） 

 

（２）総価契約業務 
①道路除草業務                       除草一式（図－５） 
②路面清掃業務                  Ｌ＝ ７５．０ｋｍ（図―６） 
③道路パトロール業務          ３８路線 Ｌ＝４２３．８ｋｍ（図－７） 

 

第６章 単価契約業務 

第１節 道路維持補修業務 
（業務の定義） 
第７条 道路維持補修業務は、突発的な事故や経年劣化による道路管理施設の損傷のうち、

軽微なものについて補修を行うものである。 
（業務の内容） 
第８条 業務内容は、「道路維持補修業務特記仕様書」による。 

第２節 舗装維持修繕業務 
（業務の定義） 
第９条 舗装維持修繕業務は、道路舗装の破損箇所のうち小規模な箇所、またはこれを放

置することによって破損部分が拡大し交通に支障を及ぼすことが予想される箇所を修繕

するものである。 
（業務の内容） 
第１０条 業務内容は、「舗装維持修繕業務特記仕様書」による。 

第３節 河川・砂防・急傾斜・海岸施設等維持管理業務 
（業務の定義） 
第１１条 河川等維持管理業務は、突発的な事故や経年劣化による河川等の管理施設の損

傷のうち、軽微なものについて補修を行うものである。 
（業務の内容） 
第１２条 業務内容は、「河川等維持管理業務特記仕様書」による。 
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第４節 除雪業務 
（業務の定義） 
第１３条 除雪業務は、本特記仕様書第６条（１）⑪について、契約期間中の１１月１日

から翌年３月３１日までの間、降積雪、および地吹雪等による吹き溜まりにより交通障

害の発生等が予測される場合に、除雪作業を行うものとする。 
（業務の内容） 
第１４条 業務の内容は、「道路除雪業務仕様書」による。 

第５節 凍結抑制剤人力・機械散布業務 
（業務の定義） 
第１５条 凍結抑制剤散布業務は、本特記仕様書第６条（１）⑫について、契約期間中の

１１月１日から翌年３月３１日までの間、路面凍結で交通障害の発生しやすい箇所につ

いて、路面状況と気象予測により人力、または機械により凍結抑制剤の散布を行うもの

とする。 
（業務の内容） 
第１６条 業務の内容は、「道路除雪業務仕様書」による。 

 

第７章 総価契約業務 

第１節 道路除草業務 
（業務の定義） 
第１７条 道路除草業務は、路肩、法面部の除草を行うものとする。 
（業務の内容） 
第１８条 実施回数は、７月上旬から９月下旬にかけての年１回を標準とし、実施時期や

繁茂状況による実施回数の増については監督員と協議して決定するものとする。なお、

地域の行事等（祭事、イベント、道の日など）を特に考慮すること。 

第２節 路面清掃業務 
（業務の定義） 
第１９条 路面清掃業務は、路面清掃車による車道の清掃を行うものとする。 
（業務の内容） 
第２０条 実施回数は、４月から７月にかけての年１回を標準とし、実施時期については、

監督員と協議して決定するものとする。なお、地域の行事等を特に考慮すること。 

第３節 道路パトロール業務（平常時） 
（業務の定義） 
第２１条 平常時における道路パトロール業務は、県管理道路が常に良好な状態を保たれ

るよう道路の使用状況を把握し、道路監理員（同乗する発注機関の職員）の指示に従い
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道路の異状及び不法占用等に対して適切かつ迅速な措置を講ずるとともに、道路を管理

するうえで必要な情報及び資料の収集を行う。 
（業務の内容） 
第２２条 業務の内容は、「道路パトロール業務共通仕様書」、「道路パトロール業務特記仕

様書」による。 

 

第８章 成果品 
（成果品） 
第２３条 受注者は、全ての業務完了時に下記の成果品を成果品目録とともに提出するも

のとする。 
（１）橋梁等の構造物に関する排水施設の日常点検・支障物撤去等（１回／年）の報告

書 
（２）維持管理データベース 
  ・維持管理データベースとは、管理瑕疵事故、苦情、道路維持補修業務、舗装維持

修繕業務、河川等維持管理業務等の履歴をとりまとめするものである。 
・とりまとめの方法、及び様式については公募型プロポーザル「効果的・効率的な

業務の実施に対する提案」において提案すること。 
２ 単価契約業務については、発注書に基づく業務が完了する毎に完成通知書を提出する

ものとする。 
３ 総価契約業務については、それぞれの業務が完了する毎に仕様書等に基づく成果品を

提出するものとする。 

 

  



8 
 

    図―１ 道路維持補修・舗装維持修繕区域図（１１区域） 



9 
 

         図－２ 河川等維持管理業務区域図（１０区域） 
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   表－１ 砂防施設維持管理業務対象箇所一覧（７３箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表－２ 急傾斜施設管理業務対象箇所一覧（１１０箇所） 
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  表－３ 地すべり防止区域維持管理業務対象箇所一覧（１４箇所） 

 

 

 

 

 

 

  表－４ ダム維持管理業務対象箇所（１箇所） 

 

 

  表－５ 雨量観測所管理業務対象箇所一覧（１２箇所） 
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  表－６ 水位観測所管理業務対象箇所一覧（１５箇所） 

 

  表－７ 県有地管理業務箇所（１箇所） 

  表－８ 海岸維持管理業務対象箇所一覧（１１箇所） 
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  表－９ 一般除雪業務、凍結抑制剤人力・機械散布業務対象路線一覧（３７路線） 
種別 (路線番号)路線名 延長（ｋｍ） 備考 

国 (349)３４９号 ５．１  

国 (399)３９９号 ３８．５  

主 (14)いわき石川線 １２．７  

主 (15)小名浜四倉線 ２２．３  

主 (20)いわき上三坂小野線 ３３．１  

主 (26)小名浜平線 １１．８  

主 (35)いわき浪江線 １４．８  

主 (36)小野富岡線 ８．３  

主 (41)小野四倉線 ３８．０  

主 (48)江名常磐線 １０．３  

主 (56)常磐勿来線 ８．６  

主 (66)小名浜小野線 ４１．０  

一 (133)赤井停車場線 １３．７  

一 (135)三株下市萱小川線 ２２．９  

一 (145)吉間田滝根線 １．２  

一 (156)小名浜港線 １．７  

一 (157)久ノ浜港線 ０．７  

一 (158)湯本停車場線 ０．１  

一 (159)草野停車場線 ０．５  

一 (160)四倉停車場線 ０．３  

一 (161)久ノ之浜停車場線 ０．１  

一 (229)甲塚古墳線 ４．８  

一 (239)泉岩間植田線 ４．２  

一 (240)釜戸小名浜線 １０．３  

一 (241)下高久谷川瀬線 ６．３  

一 (245)白岩久之浜線 ４．７  

一 (246)折木筒木原久之浜線 ４．７  

一 (247)片倉末続停車場線 ５．８  
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一 (248)小川赤井平線 ７．５  

一 (249)上戸渡広野線 －  

一 (287)上川内川前線 １２．４  

一 (358)川前停車場上三坂線 １２．７  

一 (359)神俣停車場川前線 １６．８  

一 (363)八茎四倉線 １１．０  

一 (371)湯の岳別所線 ９．４  

一 (378)高久鹿島線 ３．７  

一 (382)豊間四倉線 １６．１  

一 (395)四倉久之浜線 ４．９  

    

計 ３７路線   

※種別の「国」は一般国道、「主」は主要地方道、「一」は一般県道を示す。 
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               図－３ 道路除草業務 
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             図－４ 路面清掃業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図－５ 道路パトロール業務 
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２  道路維持補修業務特記仕様書 
１ 受注者は、この業務を担当するいわき建設事務所長（以下「所長」という。）又は所長

の指定する監督員の指示に従い、受注者の責任において道路維持補修業務委託発注書（以

下「発注書」という。）、図面及び福島県土木部発行の共通仕様書（土木工事編）（以下「仕

様書」という。）によって施工すること。 
なお、本特記仕様書は仕様書より優先する。 

２ 施工箇所は、別紙に定める路線（区間）の内から指示された箇所とする。 
３ 発注書、図面及び仕様書に明示されていないものでも、業務の性質上当然必要な事項

及び法令または慣例によって履行しなければならない事項は、監督員の指示を受け処理

すること。 
４ 受注者は、契約の日の翌日より所長の指示を受けられる体制を整え、直ちに業務がで

きるよう準備すること。 
５ 受注者は、一件毎に発注された業務が完了したときは、直ちに完了届を提出し、検査

を受けること。 
６ 本業務は、道路維持補修業務の性質上、突発的な緊急業務に対処するため、指定工期

として、休日及び祝祭日を含むものとする。 
７ 業務における発生材（残土を含む）は、速やかに跡片付けし、交通及び保安上の障害

とならないようその都度監督員の指示する箇所に運搬し、適正に処理すること。 
８ 業務実施時には道路保安施設、交通誘導員の配置等の安全対策を行うこと。 
９ 受注者は、いわき市で気象警報発令時または震度５弱以上の地震が発生した場合は、

速やかにパトロール体制を整え、監督員の指示する路線をパトロールし、速やかにその

結果を電話等により報告すること。 
10 受注者は、前項１によるパトロール完了後速やかに、道路パトロール報告書（様式第

７号）を提出すること。 

11 受注者は、東北道路啓開計画（福島県版）に基づき、大規模災害発生時には、本計画

に位置付けられた路線において、道路啓開を実施すること。 
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３  舗装維持修繕業務特記仕様書 
１ 受注者は、この業務を担当する福島県いわき建設事務所長（以下「所長」という。）又

は所長の指定する監督員の指示に従い、受注者の責任において舗装維持修繕業務発注書

（以下「発注書」という。）、図面及び福島県土木部発行の共通仕様書（土木工事編）（以

下「仕様書」という。）によって施工すること。 
  なお、本特記仕様書は仕様書より優先する。 
２ 施工箇所は、別紙に定める路線（区間）の内から指示された箇所とする。 
３ 発注書、図面及び仕様書に明示されていないものでも、業務の性質上当然必要な事項

及び法令または慣例によって履行しなければならない事項は監督員の指示を受け処理す

ること。 
４ 受注者は、契約の日より所長の指示を受けられる体制を整え、直ちに業務ができるよ

う準備すること。 
５ 受注者は、一件毎に発注された業務が完了したときは直ちに完了届を提出し、検査を

受けること。 
６ 本業務は業務の性質上、突発的な緊急業務に対応するため、指定工期として休日及び

祝日を含むものとする。 
７ 業務における発生材（残土を含む）は速やかに跡片付けし、交通及び保安上の障害と

ならないようその都度監督員の指示する箇所に運搬し、適正に処理すること。 
８ 業務実施時には道路保安施設、交通誘導員の配置等の安全対策を行うこと。 
９ 欠損部補修について 
  アスファルト合材は、工場出荷時、現場到着時、施工事（敷均し）について温度管理

を行うこと。 
  歩掛中の諸雑費は瀝青材、舗装用石灰粉、スコップ、レーキ、バーナー損料、プロパ

ン、振動ローラー損料、振動コンパクタ損料、燃料、修繕縁端の脆弱部取り除き、舗装

殻処理、舗装殻運搬、区画線設置等の費用とする。 
10 クラック補修工について 
  歩掛中の諸雑費は空気圧縮機（排出ガス対策型）運転経費、アスファルトケトル損料、

ほうき、はけ、プライマー等の費用とする。 
11 時間外労務単価について 

時間外労務単価は下記により割増を行う。 

 時間外労務単価＝契約単価（平日時間内 ８時～１７時）×割増率×割増対象賃金比 

  平日時間外（5:00～8:00，17:00～22:00） 割増率 125 

  平日時間外の深夜（22:00～5:00）  割増率 150 

  休日（5:00～22:00）    割増率 135 

  休日の深夜（22:00～5:00）   割増率 160 

具体の乗数は、時間外割増率一覧表による。 
 

12 本業務は緊急を要する業務であるため、緊急対応ができない場合は、隣接する会社へ

の対応依頼を行うものとする。 
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４  河川等維持管理業務特記仕様書 
１ 受注者は、この業務を担当するいわき建設事務所長（以下「所長」という。）または所

長の指定する監督員の指示に従い、受注者の責任において河川等維持管理業務委託発注

書（以下「発注書」という。）、図面、及び福島県土木部発行の共通仕様書（土木工事編）

（以下「仕様書」という。）によって施工すること。 
本特記仕様書は仕様書より優先する。 

２ 施工箇所は、別紙契約書に定める河川等の内から指示された箇所とする。 
３ 発注書、図面及び仕様書に明示されていないものでも、工事の性質上当然必要な事項

及び法令または慣例によって履行しなければならない事項は、甲と協議のうえ監督員の

指示により処理すること。 
４ 受注者は、契約の日の翌日より所長の指示を受けられる体制を整え直ちに工事ができ

るよう準備すること。 
５ 受注者は、所長の指示に応じて直ちに業務ができるような体制を保持すること。 
６ 受注者は、一件毎に発注された工事が完了したときは、直ちに完了届を提出し検査を

受けなければならない。 
７ 本業務は、防災上の観点から緊急性・重要性が高い工事に対処するために、指定工期

として祝祭日を含むものとする。 
８ 発生材料の処分については、自由処分の場合を除き、その都度監督員の指示する箇所

に運搬すること。 
９ 震度５以上の地震発生時及び各種警報が発令され発注者の指示があった場合は、河川

等パトロールを速やかに開始するものとする。なお、津波警報等が発令された場合は、

警報解除後に速やかにパトロールを実施するものとする。 
10 パトロールは原則２人体制とし、必ず１人は状況写真に写ること。 

11 機械器具の運搬については、経費に含むものとする。 

12 本業務は緊急を要する業務であるため、緊急対応ができない場合は、隣接する会社へ

の対応依頼を行うものとする。 
13 時間外労務単価について 

時間外労務単価は下記により割増を行う。 
 時間外労務単価＝契約単価（平日時間内 ８時～１７時）×割増率×割増対象賃金比 

  平日時間外（5:00～8:00，17:00～22:00） 割増率 125 

  平日時間外の深夜（22:00～5:00）  割増率 150 

  休日（5:00～22:00）    割増率 135 

  休日の深夜（22:00～5:00）   割増率 160 

具体の乗数は、時間外割増率一覧表による。 
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５  道路除雪業務仕様書 
（適用範囲） 
第１条 この仕様書は除雪業務に必要な一般事項について示すもので、この仕様書に記載

しない事項については監督員の指示によるものとする。 
 
（除雪機械） 
第２条 この作業に必要となる下記の除雪機械（機械）を用意すること。（リース機械可） 

除雪機械（機械）名 規 格 台 数 
モータグレーダー ３．１ｍ３ １７台 
トラクタショベル ０．５～２．０ｍ３ １１台 
凍結抑制剤散布装置 ― ４台 
ダンプトラック 積載量２ｔ 駆動形式４ＷＤ ４台 

また、除雪作業の効率化を目的とした GPS トラッカーは無償貸与とする。 
 
（除雪作業等の出動基準） 
第３条 除雪機械の出動の時期は、新降雪深が５ｃｍ～１０ｃｍ以上となった場合（ただ

し、降雪状況、気象予報等を参考に、さらに降雪が続く恐れがないときには事務所長の

判断による。）で、監督員の指示により出動するものとし、圧雪層厚を路面上５ｃｍ以下

にすることを原則とする。 
凍結抑制剤人力散布及び機械散布の出動の時期は、監督員の指示により出動するもの

とする。なお、凍結抑制剤は発注者が支給する。 
 
（除雪区分） 
第４条 本契約の除雪区分は第３種とし、この除雪区分に従った除雪作業を行い交通を確

保しなければならない。 
 
（除雪作業の管理及び検収） 
第５条 発注者が示す除雪作業日報（第８号様式）による運転時間で検収を行うものとす

る。検収に当たっては GPS トラッカーを除雪車両に搭載し除雪管理システムに情報を登

録すること。 
２ 除雪作業終了の際は、発注者に始時・終時、除雪作業状況、路面状況等を報告するも

のとする。なお、受注者は除雪実施確認表（第９号様式）を備え発注者がパトロールし

た場合に確認を受けなければならない。 
 
 （監督員の指示） 
第６条 除雪作業は各条項により受注者が施行するものであるが、除雪は特殊な作業であ

り、出動時間帯、除雪工法等監督員が指示する場合もありその時はその指示に従わなけ

ればならない。 
 
（除雪機械使用実績の報告） 
第７条 受注者は除雪作業日報（第８号様式）と除雪実施確認表（第９号様式）を発注者   
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に提出するものとする。 
 
（提出書類及び提出時期） 
第８条 受注者は次の各号に掲げる書類を各提出時期までに発注者に提出するものとする。 
 （１）除雪作業日報（第８号様式） （出動の都度） 
 （２）除雪実施確認表（第９号様式）（毎月１０日、２０日及び月末日） 
 （３）除雪状況写真               （毎月１０日、２０日及び月末日） 
※除雪作業日報については GPS トラッカーを用いて除雪管理システムに情報を登録後、

第８号様式による提出を標準とするが、通信不能時等やむを得ない状況の場合のみ第

８-１号様式、第８-２号様式の提出とする。 
 
（雪道巡回） 
第９条 発注者は、降雪や凍結等の状況から特に必要があると認めた場合は受注者に雪   

道巡回の指示を行うものとする。 
２ 受注者は、発注者より雪道巡回の指示があった場合は速やかにこれに従うこと。 
３ 受注者は、雪道巡回終了の際は、発注者に路面状況等の報告をするものとする。 
 
（その他） 
第１０条 本仕様書に必要な様式は、様式第２号、第３号、第４号、第５号、第６号、第

７号、第８号、第８－１号、第８－２号、及び第９号とし別途指示する。 
２ 除雪機械の除雪作業日報の整備は「除雪機械作業記録作成要領」によるものとし別途

指示する。 
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別紙 
除雪機械作業記録作成要領 

 

１． 時  間 
 時間は１日２４時間として次によって示す。 
 単位は時、分を用い、５分単位とする。 
  （例 ０，５，１０，１５，２０・・・） 

総　時　間 （稼働時間）

休憩時間

休　止　時　間

休車時間

作　業　時　間

運転時間

整備時間

 
 ２． 運転時間（稼働時間） 
  機械の作業をした時間をいい、以下のものを含む。 
（ａ）実作業時間 

主目的である除雪作業をした時間 
（注）除雪作業を目的としている処へ、トラック等が故障又は雪のため動かなくなり

除雪作業に支障をきたすため、これをけん引した場合等の時間は実作業時間には

含まない。 
（ｂ）その他の運転時間 
   主目的以外の作業をした時間 

（注）現場試運転のための運転、整備点検のための運転、エンジンの空運転、及び実

作業時間の説明（注）に示した場合等の運転時間をいう。 
     工場内における各種運転時間はこれに含まれず整備時間とみなす。 

 

契約の受注者側における事務所提出の日数の記入方法は前記点線表示の稼働時間を記入

する。 
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６  道路パトロール業務共通仕様書 

第１章 総則 
（適用範囲） 
第１条 本共通仕様書は、福島県が委託する道路パトロール業務（以下「業務」という。）

に適用するものとし、受注者（以下「乙」という。）は、関係法令、契約書、共通仕様書、

特記仕様書に基づいて適正にパトロールを実施しなければならない。 
２ 共通仕様書及び特記仕様書は相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定め

られている事項は契約の履行を拘束する。 
  
（業務の目的） 
第２条 道路パトロール（以下「パトロール」という。）は、道路が常時良好な状態に保た

れるよう道路及び道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不法占用物等に対して適切

かつ迅速な措置を講ずるとともに、道路を管理する上で必要な情報及び資料を収集する

ことを目的とする。 
  
（用語の定義） 
第３条 この仕様書において、「監督員」「業務管理責任者」「パトロール要員」「運転手」

の定義は次の各号に定めるところによる。 
 （１）「監督員」とは、発注者（以下「甲」という。）の命を受けて業務を監督する者で、

道路監理員（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第７１条第４項の規定に基づき

道路管理者が任命した者）の中から甲が任命し監督員として乙に通知した者をいう。 
 （２）「業務管理責任者」とは、業務契約の履行に関し業務の掌握及び巡回員の指揮監督

等を行う実施責任者で、乙が定め甲に通知した者をいう。 
 （３）「パトロール要員」とは、本仕様書の定めるところにより、パトロール、その他道

路異常箇所の応急処置業務等を行う乙の職員をいう。 
 （４）「運転手」とは、本仕様書の定めるところにより、パトロール車の運転、その他の

関係業務を行う乙の職員をいう。 
２ この仕様書において、以下の言葉の定義は次の各号の定めるところによる。 
 （１）「指示」とは、監督員が業務管理責任者に対し、業務の遂行上必要な事項について

書面をもって示し実施させることをいう。緊急の場合は電話等の口頭によるものと

し、後日、書面により提出できるものとする。 
 （２）「助言」とは、道路異常等に際し、道路パトロール車に同乗している発注機関の職

員（以下「道路監理員」という。）から対応方針を示すことをいう。 
 （３）「承諾」とは、乙が甲に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、

甲が書面により業務上の行為に同意することをいう。 
 （４）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について甲と乙が対等の立場で合議

することをいう。 
 （５）「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために業務管理責任者と監督員が
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面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 
 （６）「報告」とは、乙が甲に対し、業務の遂行に係る事項について書面をもって知らせ

ることをいう。 
 （７）「提出」とは、乙が甲に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を

説明し差し出すことをいう。 
 （８）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し署名又は捺印

したものを有効とする。緊急を要する場合は、ＦＡＸまたはメールにより伝達でき

るものとするが、後日、有効な書面を提出するものとする。 
 （９）甲がその権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。ただし、

緊急を要する場合に口頭による指示等を行った場合には、それに従うものとする。 
  
（疑 義） 
第４条 本仕様書に定めなき事項や業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して合意のもと対応について決定するものとする。 
  

第２章 パトロール 
（パトロールの区分及び定義） 
第５条 パトロールの区分は、通常パトロール、夜間パトロール、休日パトロールとし、

その定義は次のとおりとする。 
２ 通常パトロールとは、平日昼間における道路及び道路の利用状況を把握するためのパ

トロールをいう。 
３ 夜間パトロールとは、日没後の道路及び道路の利用状況を把握するためのパトロール

をいう。 
４ 休日パトロールとは、年末年始休暇及び土日祝祭日等（発注機関閉庁日）が４日間以

上連続する場合、実施するパトロールをいう。 
  
（パトロールの内容） 
第６条 通常パトロールは、次の各号に掲げる点検項目について、車両からの目視により

行うものとし、必要がある場合は下車して徒歩により行うものとする。 
 （１）路面の状況 
 （２）路肩、路側の状況 
 （３）歩道の状況 
 （４）法面の状況 
 （５）排水施設の状況 
 （６）橋梁の状況 
 （７）トンネルの状況 
 （８）擁壁の状況 
 （９）交通安全施設等の状況 
 （10）街路樹及び植樹帯、支障木等の状況 
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 （11）道路工事、占用工事等の保安施設・交通処理状況 

 （12）道路隣接地における工事の状況 

 （13）道路の不法占用の状況 

 （14）除雪､雪庇、氷柱、雪崩危険箇所の状況 

 （15）その他 

２ 夜間パトロールは、次の各号に掲げる事項について、車両からの目視により行うもの

とし、必要がある場合は下車して徒歩により行うものとする。 
 （１）道路照明施設及び自発光表示板の点灯状況 
 （２）交通安全施設（道路標識、視線誘導標、区画線等の視認性）の状況 
 （３）道路工事等の施工箇所における保安灯等施設の設置状況・交通処理状況 
３ 休日パトロールは第１項及び第２項に準じて行うものとする。 
  
（業務計画書） 
第７条 乙は契約後すみやかに業務計画書を作成し、甲に提出し承諾を受けなければなら

ない。 
２ 業務計画書には契約図書等に基づき下記事項等を記入する。 
 （１）業務の目的、概要 
 （２）道路監理員（同乗する発注機関の職員）を含めた組織体系図・役割分担 
 （３）監督員を含めた組織内の連絡系統図 
 （４）巡回路線 
 （５）実施内容（道路パトロールの方法、各応急処置作業の方法） 
 （６）緊急時の連絡体制 
 （７）巡回結果の報告要領 
 （８）業務管理責任者及び作業員の氏名・所持資格等 
 （９）作業員の安全管理及び交通管理、第三者への配慮 
 （10）その他の業務上の必要となる事項 
３ 業務計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度、変更業務計画書を作成し甲に

提出し承諾を受けなければならない。 
  
（パトロールのコース及び実施日） 
第８条 パトロールを実施する路線及びパトロールを実施する日は、あらかじめ甲が作成

するパトロールコース図及び月別パトロール予定表によるものとする。 
  
（業務管理責任者） 
第９条 業務管理責任者はパトロールの適切な履行を確保するため、パトロール要員、運

転手を指導、監督しなければならない。 
２ 業務管理責任者は、必要に応じ監督員に業務全般に関して履行状況の報告を行うとと

もに、業務の実施計画（月間業務計画、翌月の作業員の人員配置案等）を提出し監督員

の承諾を受けること。また、その他業務を実施する上で必要となる事項がある場合は併

せて協議すること。 
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３ 業務管理責任者は、パトロール要員及び運転手がパトロールを実施している間は、監

督員と連絡がとれるようにしておかなければならない。 
  
（パトロール要員及び運転手） 
第１０条 乙は、パトロール要員及び運転手を定め、その氏名その他必要な事項を監督員

に通知しなければならない。パトロール要員及び運転手を変更したときも、同様とする。 
２ パトロール要員及び運転手は、それぞれを兼ねることができる。ただし、前条に規定

する業務管理責任者を兼ねることができない。 
３ 急病等に対応するため、パトロール要員、運転手とも複数名対応できる状態にあるこ

と。 
４ １回のパトロールにて乗車するパトロール要員及び運転手は各１名とする。 
  
（履行する際の留意事項） 
第１１条 業務管理責任者は、本仕様書及び特記仕様書で示された義務の適正な履行の確

保に努めなければならない。 
２ パトロール要員は、業務計画書に基づきパトロールを行い、その任務の履行に努める

ものとする。 
３ 運転手は、常に安全運転に努めなければならないものとする。 
４ 業務の履行にあたっては、常に県民から注目されていることを自覚し誤解を招く行動

をとらないこと。 
５ パトロール要員及び運転手は、道路パトロール車の旋回や休憩時等に立ち入る場所を

監督員とあらかじめ確認するものとし、道路維持作業を実施する等の理由により私有地

の近傍で停車及び作業をする必要がある場合は道路監理員（同乗する発注機関の職員）

（以下「道路監理員」という）の助言に従うものとする。 
６ パトロール要員及び運転手は甲が発行する身分証明書を携行し、関係人から請求があ

ったときはこれを提示するものとする。 
７ パトロール要員は緊急連絡に対応するため２以上の電話回線（携帯電話等）を確保し

ておくものとする。 
８ 業務管理責任者とパトロール要員における連絡はパトロール要員の携帯電話で行うこ

とを基本とするが、携帯電話不通区間等のやむを得ない場合はパトロール要員及び運転

手も道路パトロール車の衛星携帯電話を使用することができる。 
  
（業務の履行） 
第１２条 乙は、業務計画書に基づき業務を履行するものとする。 
２ 甲は業務の都合により必要があると認めたときは、第１項に定める業務のほか、第２

条に示す目的を達成するために必要な業務を履行させることができるものとする。 
  
（道路異常時の対応） 
第１３条 巡回にあたり、次のような事象を発見した場合は下車して状況を確認し、必要

がある場合は道路監理員からの助言により応急処置業務を行うものとする｡ 
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 （１）道路及び道路付属物の損傷並びに路上障害物、又は異常を発見した場合 
 （２）道路工事等の原因により交通及び沿道環境に支障となっている場合、又はその恐

れがある場合 
 （３）道路の不法占用等、その他道路の管理上支障となる行為を発見した場合 
２ 落石、積載物の落下等により交通に支障を及ぼしている場合 
３ その他、交通支障となる事象が発生又は発生するおそれがある場合 
  
（緊急時の対応） 
第１４条 巡回にあたり、今にも交通事故を誘発するような緊急を要する事象を発見した

場合は、応急処置を講ずるとともに、必要がある場合は道路監理員からの助言により、

交通誘導等の二次災害防止の処置に当たるものとする。 
  
（パトロール結果の記録） 
第１５条 パトロール結果の記録は次の各号によるものとする。 
 （１）パトロール時に発見した異常については、箇所毎に道路異常箇所状況報告書（様

式任意）を作成し、監督員に提出するものとする。 
 （２）前号の様式は、業務計画書中に添付すること。 

 

第３章 運転業務 
（パトロールに使用する車両） 
第１６条 パトロールに使用する車両は、甲が貸与する道路パトロール車を使用する。 
（業務内容） 
第１７条 運転手は、原則として業務計画書に基づく車両運行を行うものとする。 
２ 運転手は、車両の運転の他、次の業務を行うものとする。 
 （１）燃料の補給 
 （２）車両の保守点検整備（始業前点検、洗車・車内清掃、給油脂） 
    なお、車両に異常が確認された場合は、甲と協議し、安全に運行できる体制を取

ること。 
 （３）自動車使用簿の記録 
 （４）応急処置業務を行うパトロール要員の補助 
 （５）応急処置業務を行うパトロール要員の安全確保のための交通誘導 
 （６）調査等を行う道路監理員の安全確保のための交通誘導 

 

第４章 そ の 他 
（職員の同乗） 
第１８条 パトロール業務は、原則として甲により指名された道路監理員を同乗させて実
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施すること。 
２ パトロール要員及び運転手は、同乗した道路監理員にパトロールに関して助言を求め

ることができる。 
  
（守秘義務） 
第１９条 乙は業務の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
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７ 道路パトロール業務特記仕様書 

第１章 総則 
（適用範囲） 
第１条 本特記仕様書は、福島県いわき建設事務所（以下「甲」という。）が受注者（以

下「乙」という。）に委託する道路パトロール業務（以下「業務」という｡）に適用す

る。 
２ 特記仕様書及び共通仕様書は相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定め

られている事項は契約の履行を拘束する。 
（委託区間） 
第２条 福島県いわき建設事務所管内の別表に示す区間を委託区間とする。 

 

第２章 業務内容等 
（パトロールの詳細） 
第３条 共通仕様書第６条に掲げる点検項目の詳細は以下のとおりとする。 

番号 項目 詳細 

 １ 路面の状況 路面の汚れ、損傷、表面水、落下物、崩土等 

 ２ 路肩、路側の状況 路肩の欠損、舗装面との段差等 

 ３ 歩道の状況 損傷、障害物の有無、側溝の開口部等 

 ４ 法面の状況 法面の崩壊、浮石・落石、倒木等の有無等 

 ５ 排水施設の状況 排水施設の破損、通水状況、側溝蓋の破損等 

 ６ 橋梁の状況 橋面舗装の状況、高欄の破損、伸縮装置の異常等 

 ７ 
トンネルの状況 

覆工の側壁部の汚れ、ひび割れ、漏水、照明施設の状

況、坑門及び坑門付近の斜面状況等 

 ８ 擁壁の状況 擁壁・積ブロック等の破損、滑動、はらみだし等 

 ９ 
交通安全施設等の状況 

防護柵、道路標識、道路情報板、視線誘導標、区画線

に関する破損、表示異常、経年劣化、摩耗等 

 10 街路樹、植樹帯、支障木

等の状況 

建築限界への抵触、信号機・標識等の視認障害、カー

ブ・丁字路における見通しの確保等 

  11 道路工事、占用工事等

の保安施設及び交通処

理状況 

工事看板や標識、防護柵等の安全施設の設置状況 

工事区間の路面状況及び交通規制状況や誘導員配置

状況等 

  12 道路隣接地における工

事の状況 

看板や標識、防護柵等の設置状況、切土・盛土の状況 

工事区間の路面状況及び交通規制の方法や誘導員の

配置等 
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  13 道路の不法占用の状況 不法占用物の有無、道路敷地内における不正使用の有

無等 

  14 除雪、雪庇、氷柱、雪崩

危険箇所の状況 

路面の積雪、凍結状況、除雪作業の必要性 

雪庇、氷柱の発生状況、雪崩危険箇所の状況等 

  
（道路異常等に対する措置） 
第４条 道路パトロール業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）第２条に示

す「道路の異常及び不法占用物等に対して、適切な措置」とは、次の各号のとおりとす

る。  
 （１）舗装路面にできたポットホール等の常温合材による小規模修繕作業 
 （２）簡易な路面清掃、路面表面水の除去 
 （３）路肩欠損箇所への路肩杭設置 
 （４）落石、倒木、小動物死骸等の道路落下物等通行障害物の撤去 

（処分方法等については、発注者と当初打合せ時に協議する） 
 （５）排水施設の土砂撤去、落葉撤去、側溝蓋の清掃、交換又は立入防止措置 
 （６）橋梁の高欄等異常時の立入防止又は転落防止の措置（簡易的なものに限る） 
 （７）視界を妨げる植樹、雑草の除草、及び建築限界を侵す樹木の伐木、枝払い（簡易

的なものに限る） 
 （８）歩車道境界ブロックの再設置 
 （９）車両用防護柵破損箇所への視線誘導等措置 
 （10）転落防護柵破損箇所への転落防止等措置（簡易的なものに限る） 

 （11）不法占用物の除去又は注意表示の設置 

 （12）雪庇、氷柱の除去（簡易的なものに限る） 

 （13）危険事象に対する回避措置や進入防止措置 

 （14）その他、道路交通に支障となる事象又はなり得る事象に対する措置 
  
（従事者の資格） 
第５条 業務管理責任者、パトロール要員及び運転手の資格等要件は、次のとおりとす

る。 
 （１）業務管理責任者は、以下のいずれかの業務に５年以上従事した経験を有する者で

あること。 
  ア 現に供用している道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項の道路の測

量、改築、維持、修繕、災害復旧その他管理に係る業務 
  イ 警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号）第１

条第４項の交通誘導警備業務 
 （２）パトロール要員及び運転手は、前条に示す道路上での作業ができること。かつ、

自動車の運転について以下の要件を満足する者であること。 
  ア 第一種普通自動車運転免許以上を有し、かつ、普通自動車以上の運転経験が５年

以上であること。 
  イ 過去５年以内に重大な交通事故を起こしていないこと。 
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  ウ 過去５年以内に重大な交通違反（行政処分を伴うもの）をしていないこと。 
 （３）甲は、業務管理責任者、道路パトロール要員、運転手の能力及び適性が不適当と

認めた場合は、乙と協議して変更を求めることができるものとする。 
  
（パトロール車両） 
第７条 業務に当たっては、甲の道路パトロール車を使用する。 
２ 乙は、本仕様書で規定する道路パトロール車を「道路パトロール等業務に伴う自動車

の使用要領」及び「車両管理に関する留意事項」に基づき使用・管理するものとする。 
３ 貸与する道路パトロール車は、甲が自動車賠償損害保険（自賠責保険）に加入する。 
４ 任意保険については乙の被保険者について乙が加入するものとし、保険金額は対人賠

償、対物賠償ともに無制限、人身傷害は５，０００万円以上とすること。 
５ 乙は、前項により業務を始める日までに保険契約を締結し、その証書等の写しを監督

員に提出すること。 
６ 乙の責に帰すべき理由により自動車を亡失又はき損したときは、補塡･修理し、又は

その損害額を弁償しなければならない（道路パトロール等業務に伴う自動車の使用要領 
第５条第２項）。 
そのための保険（車両保険）の加入及び加入額については乙の任意とする。 

７ 甲の責に帰すべき事由により自動車を亡失又はき損したときは、甲が負担する（車両

管理に関する留意事項 第４条）。 
  
（道路パトロ－ル車への受注者名の標示） 
第８条 乙は、貸与する道路パトロ－ル車に、受注者名を次の要領で標示するものとす

る。 
２ 標示方法は、道路パトロ－ル車にマグネット板等を貼付する方法によるものとし、標

示する文字形式及び寸法は、原則、図－１のとおりとする。 
３ 図－１において、幅１５ｃｍの白地マグネット板に黒字で標示し、標示内容は、『受

注者：○○○○』とし、『○○○○』には受注者名を標示するものとする。 

４ マグネット板等の貼付にあたっては、車両の両側側面とする。  

 
図－１ 受注者名の標示例 

  
（事故報告） 



32 
 

第９条 業務履行中に交通事故又は作業における事故等が発生したときは、乙は直ちに監

督員に通報するとともに、監督員が指定する期日までに甲が指定する様式により「事故

報告書」を提出しなければならない。 
  
（パトロール要員の遵守事項） 
第１０条 パトロール要員がパトロールにあたって遵守すべき事項は次のとおりとする。 
 （１）出発前に当日のパトロールコースなどを確認し、前回実施したパトロール結果等

必要な情報を確認すること。 
 （２）パトロールに必要な資材を道路パトロール車に積込み、補修用器材や衛星電話に

破損・故障がないか確認する等、十分な準備を行うこと。 
 （３）巡視路線のパトロール中は、道路パトロール車の黄色灯を点灯の上、法定速度内

で走行しながら目視で行うものとし、必要に応じて徒歩により行うこと。 
 （４）服装は、道路上での作業に適する長靴・安全靴などの作業靴、作業服、軍手、反

射ベスト、ヘルメット等を着用すること。 
 （５）甲が発行する身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示す

ること。 
 （６）適宜、業務管理責任者と連絡をとり現況報告を行うこと。 
 （７）パトロール中、道路等に異常を発見した場合には、交通の危険を防止するために

交通誘導等の必要な措置を講じ、応急処置等を実施するものとする。なお、発見し

た事象がパトロール車車載の資器材で対応できない場合には、同乗の道路監理員

（同乗する発注機関の職員）の助言や業務管理責任者の指示を受けて対応するもの

とする。 
 （８）道路工事における保安施設等の不備及び不法占用などを発見した場合には、同乗

の道路監理員（同乗する発注機関の職員）の助言や業務管理責任者の指示を受けて

対応するものとする。 
  
（業務の履行） 
第１１条 業務については以下のとおり実施する 
 （１）道路パトロールの実施期間については、下記のとおりとする。 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 （２）契約期間内に使用させる車両の不具合が発生した場合は、甲により代替車を手配

する。 
 （３）天変地異等により、業務履行が不可能な事象が生じた場合は、甲乙協議してその

対応について決定する。 
 （４）パトロールを実施する路線はパトロールコース図による。 
 （５）実施コースを変更する場合は、監督員から業務管理責任者へ対し書面により通知

する。 
 （６）業務開始時、いわき建設事務所の車両管理者（以下「車両管理者）と言う。）よ

り道路パトロール車の鍵と「自動車使用簿」を受け取り、「自動車使用簿」に記載

されている項目に沿って運行前点検を実施すること。また、運行前点検により異常
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が発見された場合は、業務管理責任者に報告すること。なお、業務管理責任者は安

全な運行がなされるように監督員と協議しなければならない。 
 （７）作業員パトロール要員及び運転手は、本特記仕様書第１３条の番号７に示す装着

携帯品を身につけること。 
 （８）パトロール時は黄色回転灯を点灯させ、道路の異常が確認できるよう低速で走行

すること。 
管理路線以外を通行する際は黄色回転灯を消灯し、法定速度内で移動すること。 

 （９）パトロール実施後は必要に応じ洗車し、別紙に定める「自動車使用簿」と共に車

両管理者に道路パトロール車を返却すること。 
  
（パトロールの実施） 
第１２条 パトロール区分毎の実施は次のとおりとする。 
 （１）通常パトロールは年末年始休暇（１２月２６日から１月３日までの期間）、土曜

日、日曜日及び祝祭日を除く毎日とする。 
 （２）通常パトロール及び休日パトロールは、午前８時３０分から午後５時までの間に

実施することを原則とする。業務の遂行上、必要がある場合は時間外においても行

うものとするが、午後５時までに完了できないことが明らかになった場合は、業務

管理責任者にその状況を報告し、指示を受けるものとする。なお、業務管理責任者

は、その旨を監督員に報告して指示を受けること。 
 （３）通常パトロール及び休日パトロールは、道路監理員（同乗する発注機関の職員）

１名、パトロール要員１名及び運転手１名の３名体制とする。 
 （４）夜間パトロールは、道路監理員（同乗する発注機関の職員）１名及び運転手１名

の２名体制とする。 
 （５）夜間パトロールは、毎月１回実施することとし、日没からの実施とするため、業

務管理責任者は開始時刻については事前に監督員と協議して決定しておくこと。 
  
（携行資器材） 
第１３条 パトロールに携行する資器材は下表のとおりとし、監督員の承諾を得て甲が備

えている資器材を使用することができる。 
番

号 

名 称 資 器 材 内 容 

１ 管内図等 管内図、路線図、住宅地図 

２ 記録･測定

器 

デジタルカメラ、赤色マーキングスプレー 、ポール、巻尺、テスト

ハンマー 

３ 保安施設 誘導棒、セフティコーン、コーンポール、トラロープ、保安灯 

４ 照明器具 懐中電灯 

５ 応急資器

材 

常温アスファルト合材、凍結抑制剤（冬季）、油中和剤、油吸着マッ

ト、路肩注意杭、立入防止テープ、土のう袋、ゴミ袋、救急箱 

６ 用具 ノコギリ、ナタ、カマ、スコップ、かけや、雪庇落とし（冬季）、

車止め 
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７ 装着携帯

品 

身分証明書、〔ヘルメット、反射ベスト、作業靴、作業着、防寒着、

手袋〕 

８ 通信機器 〔携帯電話〕 

９ その他 道路維持に必要な資器材類 

  
２ 前項の資器材のうち、〔 〕内のものは、乙の負担において準備する。 

また、上記以外に必要となるものは甲乙協議して決定のこと。 
３ 資器材の取扱方法については事前に把握しておくこと。 
  
（車両異常時の対処） 
第１４条 パトロールにおいて、異常があった場合には下記の手順により対処するものと

する。 
 （１）異常発見時は黄色回転灯を点灯させたままハザードランプを点灯させ、周囲の交

通状況に留意して、安全な場所に停車する。 
 （２）降車時にはヘルメットを着用する。 
 （３）道路監理員（同乗する発注機関の職員）が異常箇所の状況を調査する場合は、安

全確保のため交通誘導等行う。 
 （４）状況に応じて応急処置等の実施 
 （５）その他 

イ 道路異常に関する対応記録、写真撮影は道路監理員（同乗する発注機関の職 
員）がおこなう。 

ロ 写真撮影時は、規模や寸法等がわかるようにポール当て等の補助をおこなう。 
ハ 道路付属物損傷等を確認した異常箇所については、確認済であることを表すた

め赤色カラースプレーやリボンテープで処置し明示する。 
ニ 路上作業に際しては、道路監理員（同乗する発注機関の職員）が主として交通

誘導を行い、パトロール要員は主として応急処置を、運転手はその補助作業又は

交通状況により交通誘導の補助にあたるものとする。 
ホ 異常が車載資器材で対応できない場合には、道路監理員（同乗する発注機関の

職員）が担当課と調整を行う。その後、業務管理責任者からの指示を受けるもの

とする。 
  なお、今にも交通事故を誘発するような緊急を要する事象を発見した場合は、

応急措置を講ずるとともに、必要がある場合は道路監理員（同乗する発注機関の

職員）からの助言により、交通誘導等の二次災害防止の処置に当たるものとす

る。 
  
（パトロール終了後の報告等） 
第１５条 パトロール要員及び運転手は、業務終了後速やかに次の各号について報告等を

行うものとする。 
 （１）自動車使用簿に運行結果を記録し、車両管理者に報告すること。 
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 （２）使用した資器材が不足又は損傷した場合は、監督員に報告したのち補給･交換等

を行うこと。 
 （３）作業するうえで問題点等が発生した場合、パトロール要員及び運転手は業務管理

責任者に報告すること。 
 （４）業務管理責任者は監督員と協議し解決を図ること。 
  
（業務打合せ） 
第１６条 業務管理責任者は次の各号について監督員と打合せを行い、その結果について

打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 
 （１）業務の履行状況（作業実績報告等（様式任意）） 
 （２）業務の実施計画（翌月の人員配置案等（様式任意）） 
 （３）その他、業務を実施する上で必要となる事項 
  
（問題の発生） 
第１７条 業務管理責任者は作業上の問題が発生した場合、速やかに監督員と協議し解決

を図ること。 

 

第３章 費用負担 
（車両に係る費用負担） 
第１８条 車両に係る費用負担は次のとおりとする。 
 （１）業務委託料に含まれるため乙が負担するもの 
  イ 本特記仕様書第７条第４項の任意保険料 
  ロ 業務履行上乙の責により生じた修理費等に関する一切の費用 
 （２）甲が負担するもの 
  イ 前号ロに含まれない修理費等 
  ロ 燃料費 
  ハ 重量税、車検等の点検費用 
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別表（第２条関係） 

 

道路パトロール業務委託路線一覧表 

種別 (路線番号)路線名 パトロール区間 備考 

国 (349)３４９号 全線（管内分）  

国 (399)３９９号 全線（管内分）  

主 (14)いわき石川線 全線（管内分）  

主 (15)小名浜四倉線 全線  

主 (20)いわき上三坂小野線 全線（勿来土木管理分を除く)  

主 (26)小名浜平線 全線  

主 (35)いわき浪江線 全線（管内分）  

主 (36)小野富岡線 全線（管内分）  

主 (41)小野四倉線 全線  

主 (48)江名常磐線 全線  

主 (56)常磐勿来線 全線（勿来土木管理分を除く）  

主 (66)小名浜小野線 全線  

一 (133)赤井停車場線 全線  

一 (135)三株下市萱小川線 全線（通行不能区間除く）  

一 (145)吉間田滝根線 全線（管内分）  

一 (156)小名浜港線 全線  

一 (157)久ノ浜港線 全線  

一 (158)湯本停車場線 全線  

一 (159)草野停車場線 全線  

一 (160)四倉停車場線 全線  

一 (161)久ノ之浜停車場線 全線  

一 (229)甲塚古墳線 全線  

一 (239)泉岩間植田線 全線  

一 (240)釜戸小名浜線 全線  

一 (241)下高久谷川瀬線 全線  

一 (245)白岩久之浜線 全線  
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一 (246)折木筒木原久之浜線 全線  

一 (247)片倉末続停車場線 全線（通行不能区間除く）  

一 (248)小川赤井平線 全線  

一 (249)上戸渡広野線 全線  

一 (287)上川内川前線 全線（管内分）  

一 (358)川前停車場上三坂線 全線  

一 (359)神俣停車場川前線 全線（管内分）  

一 (363)八茎四倉線 全線（通行不能区間除く）  

一 (371)湯の岳別所線 全線  

一 (378)高久鹿島線 全線  

一 (382)豊間四倉線 全線  

一 (395)四倉久之浜線 全線  

    

計 ３８路線   

種別の「国」は一般国道、「主」は主要地方道、「一」は一般県道である。 
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８  道路パトロール業務に伴う自動車の使用要領 
（適用） 
第１条 道路パトロール業務において、発注者が所有する自動車を受注者が使用するにあ

たっては、契約図書によるほか、この要領及び、「車両管理に関する留意事項」によるも

のとする。 
  
（受領又は返納） 
第２条 受注者は、別紙に定める「車両管理に関する留意事項」に基づき自動車の受領又

は返納をするものとする。 
  
（注意義務） 
第３条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって自動車を使用管理するとともに、特

に次の事項を守らなければならない。 
（１）運転員は、自動車の運転・管理に精通した熟練者をあてること。 
（２）自動車は、過重な運転を行わないよう注意すること。 
  
（用途外使用の禁止） 

第４条 受注者は、次の行為をしてはならない。 
（１）自動車を転貸し、又は担保に供すること。 
（２）自動車を業務以外の目的に供すること。 

  
（亡失又はき損） 
第５条 受注者は、自動車を亡失又はき損したときは、調査職員に対してその事実及び理

由について詳細な報告書を提出し、監督員の指示に従わなければならない。 
２ 受注者は、自己の責に帰すべき理由により自動車を亡失又はき損したときは、自己に

おいて補塡し、修理し、又はその損害額を弁償しなければならない。 
  
（車両維持に要する費用負担） 
第６条 修理（第５条によるものを除く）及び消耗品交換等に要する費用は、発注者の負

担とする。 
  

（使用実績報告） 
第７条 道路パトロール終了後、受注者は別に定める「自動車使用簿」を車両管理者に提

出すること。 
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９  車両管理に関する留意事項 
（適用） 
第１条 本「車両管理に関する留意事項」は道路パトロール業務において、発注者が受注

者に使用させる自動車の車両管理に係る事項を定めるものであり、「道路パトロール業務

に伴う自動車の使用要領」に関する留意事項を定めたものである。 
  
（事故等の報告） 
第２条 受注者は業務を行うにつき事故等が生じた場合は、直ちに発注者に報告し、事後

措置について発注者と協議するものとする。 
  
（事故等の処理） 
第３条 受注者は業務を行うにつき生じた事故等に対する一切の処理手続きを行うものと

する。 
  
（一般的損害） 
第４条 業務を行うにつき生じた損害（次条第１項、第２項に規定する損害を除く。）につ

いては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき

事由により生じたものについては、発注者が負担する。 
  
（発注者及び第三者に及ぼした損害） 
第５条 受注者は業務の履行に伴い、発注者及び第三者に損害を及ぼしたときは、その損

害を賠償しなければならない。ただし、発注者の職員等の人身事故については、発注者

と協議するものとする。 
なお、その損害が発注者の責任に帰すべき理由により発生したときはこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、その他発注

者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 
  ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由が

あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 
３ 前２項の場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合については、

発注者、受注者、協力してその処理解決に当たるものとする。 
４ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は協議開始の日を定め発注者に通知することができる。 
  
（車両の保管、引渡、返納、保管場所） 
第６条 車両は発注者の指定した場所に保管する。 
２ 発注者は受注者に業務を実施する日毎に、道路パトロール車を受注者に引き渡すもの

とし、受注者は業務が終了したら、速やかに発注者に返納するものとする。 


